
赤穂市病院事業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

 

  令和８年３月３１日 

 

赤穂市病院事業管理者 高原 秀典    

 

赤穂市病院事業管理規程第１号 

 

赤穂市病院事業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程 

 

赤穂市病院事業職員の給与に関する規程（昭和５３年赤穂市病院事業管理規程第１号）の一部

を次のように改正する。 

付則に次の１項を加える。 

７ 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの間における第４条の適用については、別表

第１中「２２パーセント」とあるのは「１７．６パーセント」と、「１９パーセント」とあるの

は「１５．２パーセント」と、「１７パーセント」とあるのは「１３．６パーセント」と、 

「１５パーセント」とあるのは「１２パーセント」と、「１２パーセント」とあるのは 

「１０．８パーセント」と、「１０パーセント」とあるのは「９パーセント」と、「８パーセン

ト」とあるのは「７．２パーセント」と、「９２,０００円」とあるのは「７３，６００円」と、

「８２,０００円」とあるのは「６５，６００円」と、「６６,０００円」とあるのは「５２,８０

０円」と、「４３,０００円」とあるのは「３８，７００円」とする。                                

 

付 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 


